
　

今
で
こ
そ
４
月
入
学
は
当
た
り

前
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
か
ら

そ
う
だ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

▼
江
戸
時
代

　

寺
子
屋
、
私
塾
、
藩
校
な
ど
で

は
、
特
に
入
学
時
期
を
定
め
ず
随

時
入
学
で
き
ま
し
た
。

▼
明
治
時
代

　

明
治
時
代
に
な
り
、
西
洋
の
教

育
制
度
に
な
ら
っ
て
学
制
（
明
治

５
年
）
を
敷
き
ま
し
た
。
し
ば
ら

く
は
随
時
入
学
が
残
っ
て
い
ま
し

た
が
、
高
等
教
育
で
は
ド
イ
ツ
や

英
国
を
お
手
本
に
９
月
入
学
が
主

流
と
な
り
ま
し
た
。
一
八
八
六（
明

治
19
）
年
に
発
足
し
た
、
東
京
帝

国
大
学
（
現
東
京
大
学
）
も
９
月

始
ま
り
で
し
た
。

　

明
治
19
年
、
徴
兵
令
が
改
正
さ

れ
、
対
象
者
の
届
け
出
期
日
が
９

月
か
ら
４
月
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
て
、
高
等
師
範
学
校
（
教

員
養
成
の
た
め
の
教
育
機
関
）
が

初
め
て
、
４
月
入
学
制
を
採
用
し

ま
し
た
。
ま
た
、
政
府
の
会
計
年

度
も
４
月
か
ら
に
切
り
替
え
ら
れ

ま
し
た
。
し
ば
ら
く
、
小
学
校
、

旧
制
中
学
校
、
師
範
学
校
な
ど
が

４
月
入
学
、
帝
国
大
学
や
旧
制
高

等
学
校
は
９
月
と
、
入
学
時
期
が

２
つ
に
分
か
れ
た
状
態
が
続
き
ま

し
た
。

▼
大
正
時
代　
　
　
　
　
　
　
　

　

文
部
省
の
指
導
が
あ
り
大
正
８

年
に
旧
制
高
校
が
、
大
正
10
年
に

最
後
ま
で
９
月
を
堅
持
し
て
い
た

帝
国
大
学
も
変
更
さ
れ
、
こ
の
年

で
日
本
の
学
校
は
、
す
べ
て
４
月

入
学
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
は
、

学
校
教
育
法
施
行
規
則
で
学
年

は
、
４
月
１
日
か
ら
３
月
31
日

福
井
県
中
学
校
規
則
（
国
立
公
文
書
館
福
井
県
史
料
）
明
治
15
年
８
月
２
日

遠敷郡琢成尋常小学校（明治36年３月27日）

　

明
治
15
年
の
福
井
縣
中
学
校
規

則
に
は
、
学
期
は
９
月
１
日
か
ら

７
月
20
日
ま
で
の
前
後
期
と
、
９

月
入
学
の
記
録
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
明
治
36
年
の
琢
成
小
学

校
（
現
・
小
浜
市
雲
浜
小
学
校
）

の
卒
業
証
書
に
は
、
３
月
27
日
卒

業
の
記
載
が
あ
り
、
こ
の
頃
に
は

全
国
と
同
じ
く
４
月
入
学
に
な
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。


